
青少年インターネット環境整備基本計画(第5次)に基づくこども家庭庁の主な取組(令和5年度)

〇「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」の開催。
第55回（令和5年5月9日）、第56回（令和5年7月25日）、第57回（令和5年10月24日）、第58回（令和5年

12月19日）、第59回（令和6年2月27日 ※検討会報告書（案）公表）

検討会の開催、基本計画の見直し

〇 保護者向け普及啓発リーフレット「ネット・スマホ活用世代の保護者が知っておきたいポイント」を作成。
ウェブサイト掲載や都道府県青少年担当部局や教育委員会等を通じて周知。（令和6年1月）

〇 令和6年2月から5月まで「春のあんしんネット・新学期一斉行動」を実施中。PTA団体、地方公共団体、青少
年関係団体等に対して協力依頼。ウェブサイト等により広報啓発。

広報・啓発活動の実施

〇 令和5年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」を実施。
〇「アメリカ合衆国各州における青少年のインターネット環境整備状況等調査」を実施。

実態調査等の実施

青少年インターネット環境整備法の施行状況を確認し、より効果的な施策推進を図
るための国内外のデータを収集

青少年のインターネットの適切な利用に係る広報・啓発活動を推進

地方連携フォーラムの開催

〇「青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム」を全国2ヶ所で開催。
鳥取県（令和5年10月14日）、奈良県（令和5年12月16日）。

地方の関係機関・団体が連携して、自立的に取組を実施できる体制の構築を推進

第５次青少年インターネット環境整備基本計画の進捗状況についてフォローアップ
第６次基本計画策定に向けた検討会報告書（案）の公表
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